
桑名市告示第131号 

桑名市選べる桑名子育てリフレッシュ事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市選べる桑名子育てリフレッシュ事業実施要綱の一部を改正する告示 

桑名市選べる桑名子育てリフレッシュ事業実施要綱（令和５年桑名市告示第146号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条第１項中第７号を第８号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次

の１号を加える。 

(4) 桑名市厚生館別館保育所 

第７条第１項に次の１号を加える。 

(9) 社会福祉法人 明健福祉会 桑名たいりん保育園 

第９条第３項第２号中「5,500円」の次に「、税込み8,250円」を加える。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


